




⑤会員が交流会に出て来やすくするために、役員は常に会員と話し合い、お喋りが気

軽に出来る雰囲気作りをして次回の作戦を企画する。 

⑥思い出が残る、インパクトの強い一日研修旅行を計画して実行・実現させる。 

 

 ・ 心の介 する 0か条 いふくの  成  

（ 介 する の方 

①健康維持をして決して無理の無い手抜きの介護をする。 

②支援・協力・対話には積極的に参加する。 

③介護の方法に疑問が出たら、相談する。 

④介護の辛さを持たない。 

⑤介護は自分だけでは無い事を悟る。 

⑥気分転換を常に心掛ける。 

⑦趣味を見つけて、自分の生き甲斐を持つ。 

⑧地域包括支援センター・家族の会等と連絡を取る。 

⑨健康維持の為には健康管理を行う。 

⑩他人の意見を参考にして自分の考えに固執しない。 

 

２ 介 さ る の方への  

①時間が止まって居る状態を理解して上げる。 

②過去の実績・名誉を尊重して上げる。 

③誰よりも本人が一番苦しい事を知って上げる。 

④病気と云う事を理解して上げる。 

 

たしたちの信条 
わた た 「家 の ・ さ・ や 」 る「だ ふくの会」

。 

た た 次 こ に 々 生  

 介 日 が  

２ 分 。 理 介 た  

 た く 、 の ん。 

 プラス 会 ふ 合 支 大 。 

 実 現実 かり 受け 自分 信念

 

 分 く 、 のス ｡ 

 と 知人と 大切 。 

 

                    いふく  
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   （３）総会は年１回開催する。会長が必要と認めたときまたは、本会員の２分の１以上の書面

による請求をもって、臨時総会を開くことができる。 

   （４）総会は、本会員の２分の１以上の出席（委任状を含む）をもって成立する。 

（５）総会の議決は出席会員の２分の１以上の賛成をもって成立する。ただし、可否同数のと

きは議長の決するところによる。 

（６）会則の変更については、出席した会員の３分の２以上の賛成による承認がなければこれ

を変更することができない。 

 ２ 役員会 

   役員会は、会長、副会長、書記、会計をもって構成し、本会の運営の責を負う。 

 ３ 支部会 

   支部会は同じ地区内に居住する本会員をもって組織し、互選により代表者１名以上を置き、各

地区での活動を通して本会の発展に寄与する。 

 (会計) 

第１０条 本会の経費は、会費、負担金、寄付金、補助金その他の収入とする。 

 ２ 会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日までとする。 

（会費） 

第１１条 本会の会費は次のとおりとする。 

 ２ 年会費 ３，０００円 

（会費の納入） 

第１２条 本会員は、その年度の会費を年度当初（４月１日）までに納入しなければならない。ただ

し、会長が認める場合はこの限りでない。 

（予算） 

第１３条 会計年度の予算案は、役員会がその年度の総会に提案し、承認を得るものとする。 

 （決算） 

第１４条 会計年度の決算は、役員会が次年度の総会で報告し、承認を得るものとする。 

（監査） 

第１５条 監事は、会計年度末に会計検査を行い、次年度の総会の承認を得るものとする。 

（細則） 

第１６条 本規則を施行するために必要な細則は、役員会の議決を経て別に定める。 

 

 

附則 

この会則は、平成１９年１１月１８日より施行する。 
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